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☆協議会要綱　（1）福祉（2）子ども・文化（3）生活環境（4）安全・安心活性化（5）その他

協議会 越知谷B 粟賀北B 粟賀南B 大山B 寺前B 小田原B 長谷B 備考

【協議会設立】

①5年4月設立 〇

②6年4月設立 〇 〇 〇 〇 〇 〇

【協議会構成】

①構成区（□囲みは旧村） 5 5 6 4 6 5 9 40

②高齢化40％以上（R5.4） 5 2 2 3 4 3 8 27

③ブロック世帯数（R3.4） 341 1,058 598 552 903 410 310 4,172

④ブロック人口（R5.6） 741 2,799 1,525 1,477 2,194 1,121 683 10,540

⑤年間交付金上限額概算 2,700 4,000 3,600 2,600 4,100 2,800 4,400 24,200

⑥設立に向けた協議会メンバー 正・副区長 区長⇒正副 各区3役 各区3役 区長⇒3役 区長⇒正副 区長

【設立準備会】

1 事務局（集落支援員）選任

①専任 1（元集落支）

②兼任 1（元職員） 1（元地域お） 1（元移住コ） 1（移住者） 1（元区長） 1（元教員）

③専任＋地域づくり交付金対応補助員 1（元職員）

2 事務所等

①集会所内 大畑コミセン 寺前地域交流館 会長居住区

②使用料設定 5,000円/回 5,000円/月 5,000円/月 通信光熱水費等 5,000円/回 1,000又は5,000円/回

③上記①以外 粟賀の驛 移住定住センター 旧大山財産区事務所 センター長谷

④ノートパソコン・プリンター 不要 不要 貸与済 貸与済 貸与済 貸与済 不要

3 地域づくり計画

①大まかな方向性 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

　部会数 3部会 5部会 3又は5部会 4部会 3部会 5部会 7(1)部会

　立上年度 3部会 当面1部会 当面1部会 4部会 3部会 5部会 7(1)部会

②全体計画書 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

③計画年数 10年 10年 10年 10年 10年 15年 3年

④課題項目の集約 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

4 初年度交付金申請準備

①設立年度事業計画及び予算 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

5 組織構成・規約

①規約・申し合わせ等確認 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

②役員の選任 〇　2年 〇　2年 〇　2年 〇　2年 〇　2年 〇　1年 〇　2年

③総会代議員定数 30名まで 20名まで 30名まで 30名まで 30名まで 46名 50名

6 ブロック内住民への情報配信展開

①協議会開催 ⑥9/20 ⑯9/25 ⑬9/26 ⑪9/16 ⑬10/23 ⑮9/25 ⑫9/19

②推進状況の配信 8/25 2/24 各区から 2/24・6/26 8/25 2/24 8/25

③その他
公共交通アン

ケート、部会員

間ライン連絡

懇親交流も計

画⑭7/16

4/24河川整

備要望提出

各区実態ア

ンケート

7 設立準備会認定（6月前） 10/15(R4)

8 設立準備会総会 10/15(R4) 11/3 12/3 11/11 11/26 10/29 10/21

9 協議会設立総会 4/27 5/12

10 協議会認定 5/8

11 地域づくり交付金

①交付金申請 5/8

②交付決定通知 5/11

③交付金支払い 5/31　1末

◆各ブロック地域自治協議会設立に向けた推進状況◆

　R6.1/17第2回事務局連絡会議提出（12/3現在）

★町広報による情報共有（2021年10月、2022年4月、10月、2023年9月、2024年1月）
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■　令和6年度　地域自治協議会　各ブロック地域づくり事業計画の概要　　　（注）準備会総会等での計画事業であり変更の可能性もあり【R5.12/3現在】 №1

分野 越知谷B 粟賀北B 粟賀南B 大山B 寺前B 小田原B 長谷B

1 地域の福祉の向上

・活動拠点整備（福祉活動

及び協議会事務所）

・有償助け合いサービス

・80歳以上への弁当配布

・避難対応時車椅子購入

・ふれあい喫茶

・車椅子利用のための公民館

進入対策工事

・区グラウンドゴルフ場整

備・用具購入補助

・独居老人への弁当配布

・命のカプセル配布

2
地域の子どもの健全育成及

び文化

・歴史文化勉強会

・越知谷発電所復興調査
・大山城復活プロジェクト

3 地域の生活環境の向上

・県道改良要望会

・空き家の適正管理（利活

用）

・越知川名水花街道事業

・河川金網柵周辺等草刈り

対策

・有償ボランティア募集

・刈払い機講習会

・ハザードマップ活用勉強

会

・地域を支える農業の将来像

形成のための基礎調査

・危険空き家崩落対策のため

の修理・補強・周囲への安全

対策

・環境美化のための草刈り

・放棄田草刈り・除草剤散布

・空き家・空き地の草刈り

・寺裏山、通学路危険木伐採

・大池城山線法面土砂除去・

草刈り

・イベント広場入口修繕対策

・スズメバチ駆除経費への

助成

・獣害防止柵更新・周辺草

刈り（委託及びお助け隊）

・お助け隊組織化

・お助け隊による犬見川両

岸草刈り

4
地域の安全・安心及び活性

化

・防災訓練の実施

・防犯カメラ設置補助

・消火栓ホース格納庫補助

・防犯カメラ設置補助

・各区年1回避難訓練

・必要防災資機材（各区防

災倉庫/投光器・脚立他）

購入

・簡易ミラーの設置

・防犯カメラの設置

・児童集合場所への防犯カメ

ラ設置

・避難所在り方研修

・自主防用ヘルメット購入

・命のカプセル配布

・防災行政無線電池交換

・県道沿防犯灯設置経費補

助

・防犯カメラ（トレイルカ

メラ）設置

5 その他地域づくり計画

・レク・スポーツ事業

・地域づくり勉強会（歴

史・文化同時開催）

・部会員先進地視察

・先進地視察

・地域づくり勉強会

・各種研修会等への参加経費

・公園トイレの様式化

・ブロックグラウンドゴルフ

大会景品等

・コスモス祭り経費助成

・秋祭り・ふれあい行事等

経費助成

※越知谷Bの上限額は2,744

千円中、R5年度繰り越し分

が540千円、R6年度の上限

額は3,284千円となる

・ホームページ（サー

バー・更新代）

・会報誌

・事務局会計業務

・役員報酬

・事務所使用料

・事務所使用料

・会合経費

・備品消耗品費

・事務局会計業務

・役員等報酬

・事務所使用料

・自治協広報誌

・活動拠点施設経費

・役員報酬等

・事務所使用料

・会議用お茶代

・事務消耗品・通信料等

・部会活動費・研修費

・旅費・交通費

・お茶代・消耗品等

・事務所使用料

・補佐員報酬

・コピー・お茶郵便料

・ヘルメット

■ 予算（当初/上限額千円） 3,260/3284 4,000/4008 2,544/3626 2,688/2688 4,100/4163 2,800/2866 2,190/4405
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◆R6．1.17『地域自治協議会』第 2 回各ブロック事務局連絡会議内容の抜粋 

 

 

１．各ブロックからの報告概要 

 

〈越知谷 B〉有償サービスを行っている西明石の先進地を視察し、皆が集まってもらえるところ

をつくった方が良いのではというお話をお聞きし、4 月からの有償ボランティアサービスの開始

と同時に拠点施設を設置する。専任の事務局集落支援員を現在募集中。合併以降 40％の人口減少

で空き家もかなり増えている。何が一番重要かと聞かれると福祉の充実という結論になり有償ボ

ランティアを始めるタイミングで拠点施設を設けようと準備中。移住定住サポートセンターと連

携して空き家のお試し移住を実施予定。遺構「越知谷発電所」復興調査結果説明会を 6 年度末実

施予定。 

 

〈粟賀北 B〉大体の方針として、地域のつながり、まちを愛する心のつながりということを将来像

として活動を行う。6 年度は地域の安全・安心及び活性化に注力して、防犯カメラの設置、防災倉

庫をはじめとした資機材購入と防災訓練を各地域で実施する。情報発信をクラウド化したり SNS

を効率活用するなど区長様負担の軽減に工夫と注力しながら活動展開を行っている。 

 

〈粟賀南 B〉越知川と市川に囲まれた中洲の状況を皆で確認をして洪水対策に対処するため講師

をお招きしてハザードマップ活用勉強会に取り組む。河川の環境整備（金網柵周辺の草刈り等）

とハザードマップの勉強会を通じて地域のことをもう少し深く知っていこうと取り組む。 

区で取り組んでいる健康教室と言った事業の協議会での予算化は可能か。⇒ブロック協議の結果

で対応可。 

 

〈大山 B〉事務局支援員がしばらくお休みで 1 月から代用支援員を配置している。旧大山村役場

「楽しや」さんの後の立派な拠点事務所を財産区からお借りしている。少し手狭ではあるが、若

者・子育て世代の体操やお年寄りの生き生き体操なども含め幅広い活用を考えていきたい。事務

局の専任・兼任の話が出ているが、いろんな地域のサービスやいろんなことを受け付ける組織を

つくればセンター長谷のような感じになるのでしょうか。ちょっとよくわかりませんが何をする

かということもあろうかと思いますので、体制の問題含め暗中模索でいろいろと検討していきた

い。 

 

〈寺前 B〉各公民館への車いす配備、ふれあい喫茶へのスイーツ提供、交流グラウンドゴルフ大

会の開催、公園トイレの洋式化等を実施する。草刈り・放棄地・空き家空き地対策は各区条件が

違ってくるが協議のうえで実施。草刈りは多面的機能で実施できない箇所を基本に実施するが年

3 回くらいと考えるとそれを毎年続けるのかという問題も。「支え合う人と人のつながりで地域活

性化」をスローガンに発議いただいた内容はもれなく進めていきたい。 
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〈小田原 B〉ミニデーとか高齢者の集い事業を自治協事業にどうかみ合わせて行けばよいか（⇒

健康福祉課事業予算と自治協予算の組み合わせは可）。各ブロックに専任配置が予算的に可能なの

か（⇒各ブロックの環境が整えば可）。幅広い考え方があることを再認識。6 年度事業の最終的な

予算化に向けて詰めの段階に入っている。設立以降は、早速 7 年度の計画を詰めていく必要があ

りそこが苦しいが 7 年度以降の計画案を更に検討していきたい。 

繰越承認の考え方、交付金の交付を受けるまでに支払いが発生する場合の取り扱いについて。⇒

前年度の事業申請に明記をして予算確保で可。 

 

〈長谷 B〉この 15 年で 35％の人口減少。担い手は大方が 70 代、しかも仕事もしている。区長が

フルで走り回らないといけない状態にもなっている。空き家、放棄田、風倒木等で荒廃状態に。

撮り鉄ファンも多く空き家の店舗化など有効活用ができないか。市川の漁業対策なども頭に入れ

ながら考える会とのすり合わせを行いながら進めていきたい。今回は半分程度の事業費計上だが

福祉や安全・安心等は次年度以降で事業化。生活支援コーディネーターにも入ってもらいながら

進めていきたい。3 年間の中で考える会事業を包括していく方向で進めたい。 

 

 

２．その他 

 

〇 町から事務局へのお願い事項 

・令和 6 年 4 月 1 日（月）10:00（予定）～事務局集落支援員委嘱書交付式 

  会長、事務局集落支援員・補佐員の出席 

・4 月設立総会と事業実施スケジュール（実施月）の調整 

・地域づくり交付金申請から実績報告までの時系列的流れ など 

〇 生活支援コーディネーターからのお願い 

・介護予防、見守り、助け合いに関する内容であれば是非その話し合いの場に参加させていた

だきたい。 

・地域自治協議会の話し合いの場に生活支援コーディネーターが参加をして地域の福祉課題の

解決策を一緒に考えて行くことでブロックの皆さんが安心して暮らしていける地域づくりを

一緒に進めていきたい。 

〇 事務局連絡会議代表者（会長）選任について 

・事務局から提案を行った事務局連絡会議代表者（会長）の選任については、「会長は区長様が 

多く更なる負担増につながる」「リーダーシップは役場の方で」「会長を設置する意味がよく 

わからない」「この会のリーダーは役場に一任したい」などの意見があり、引き続きの課題と 

して検討していくこととしました。 
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事 務 連 絡 

令和６年２月２０日 

 

各 区 長 様 

 

総務課長 平 岡 万 寿 夫  

 

 

令和６年度地域伝統文化振興支援事業に係る該当団体の募集について 

 

 

向春の候、区長様におかれましては、益々御健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素は、町行政の推進につきまして、格別の御理解、御協力を賜っております

こと厚くお礼申し上げます。 

さて、見出しの件について、一般財団法人兵庫県市町職員互助会では、住民に

対する文化支援事業として、地域伝統文化振興支援事業を実施し、来年度の該当

団体を募集される予定です。 

地域伝統文化振興支援事業とは、各地域において古くから伝承されてきた民

俗芸能・祭り・年中行事・伝統工芸等の個性豊かな伝統文化の継承と発展を図り、

地域文化の振興を目的としている団体に助成を行う事業です。 

つきましては、互助会からの正式な募集通知が２月下旬以降になりますので、

４月区長会での正式な周知をさせていただく予定ですが、募集期限もございま

すので、事前のお知らせとして、下記、事業の要綱等及び１２月区長会で案内さ

せていただきました文化庁の事業との比較表を御覧いただいて、御検討・ご準備

いただければと存じます。申請・審査・報告等、複数の手続きがありますが、是

非、御活用いただければと思います。なお、このことに関するお問い合わせにつ

いては、役場総務課までお願い申し上げます。 

 

記 

 

1 助 成 金 額  1団体につき 100万円限度 

 

2 助成対象事業  添付「実施規定」のとおり(民俗芸能、祭り、伝統工芸等) 

 

3 助成決定可否  互助会の理事会で判断 

         （申請いただいても、助成されない場合があります） 

 

4 担 当  神河町役場 総務課 足立 （TLE：0790-34-0001） 
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地域伝統文化振興支援事業に係る助成金交付の事務手続き

② 募集
・団体への案内 
・様式第 1 号

① 募集
・様式第 1 号 
・様式第 2 号

R6.3以降～
募集開始

③ 申請
・様式第 1 号

④ 申請
・様式第 1 号 
・様式第 2 号

R6.6下旬
申込書受領 互

助
⑥ 選考結果通知 
・様式第３～5 号

⑦ 実施報告
・様式第３～５号

⑤ 選考結果通知

⑧ 進達
・様式第３～６号

R6.8 中旬～
助成団体決定

会

実施報告受理

⑨ 団体へ直接送金
R7.1 末

助成金交付

伝
統
文
化
支
援
団
体
・
伝
統
文
化
保
存
団
体

市

町

R6.12 下旬

選 考 結 果 が 通

知されてから、

こ の 期 間 で 助

成 事 業 を 行 っ

て 頂 く こ と に
なります。
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一般財団法人兵庫県市町職員互助会地域伝統文化 

振興支援事業実施規程 
平成23年５月26日議決 

改正 平成26年２月27日議決 

改正 令和元年８月２日議決 

改正 令和２年２月26日議決 

改正 令和３年１月28日議決 

改正 令和３年８月４日議決 

 

（趣旨） 

第１条 一般財団法人兵庫県市町職員互助会（以下「互助会」という。）は、町等

の住民に対する文化事業として、兵庫県内各地域において古くから伝承されてき

た民俗芸能・祭り・年中行事・伝統工芸等の個性豊かな伝統文化の継承と発展を

図り地域文化を振興するため、伝統文化保存団体及びその支援団体 (以下「団体

等」という。)が行う伝承活動・後継者育成活動等を支援するために、次の事業を

実施する。 

（事業内容） 

第２条 団体等が地域文化振興を目的として実施する伝統文化の保存・活用のため 

の事業で、次のいずれかに該当するものとする。 

(1) 伝承者等の養成 

  (2) 伝承用の用具衣装等の整備 

  (3) 映像記録等の作成 

  (4) 公開・交流活動 

（助成の対象） 

第３条 助成の対象となる団体等は、民俗文化財、伝統工芸技術の保存・伝承に係 

る活動及びその支援活動を主たる目的とし、継続的に地域文化振興に資する活動

をしている団体等で、次のいずれかに該当するものとする。 

(1) 民法（明治29年法律第89号）第34条の規定により設立された法人 

(2) 特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条第２項に規定する法人 

(3) 法人格を有しないが、以下の要件をすべて満たしている団体 

   ア 定款、寄付行為に類する規約等を有すること  

     イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること 

     ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること 

     エ 団体活動の本拠となる事務所を有すること 

     オ 市町、市町教育委員会の推薦を受けていること 

(4) 家元・流派が確立され、維持の見通しが立つような団体は除く。 

２ 民俗文化財、伝統工芸技術の復活・復元による伝承を計画している団体等で、

前項第３号の要件を満たすとともに、市町が支援するなど今後の活動の継続の

見通しがあり、地域文化振興に資する活動を行う団体とする。 

（実施方法） 
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第４条 地域伝統文化振興支援事業は、次のとおり実施する。 

 (1) 団体等は、地域伝統文化振興支援事業実施申込書（様式第１号）を市町に提

出し、市町はこれに推薦書（様式第２号）を添付し、互助会に提出する。 

 (2) 互助会は、理事会において、団体等を選考し決定する。 

 (3) 団体等において、事業が完了したときは、地域伝統文化振興支援事業実施報

告書（様式第３号）、物品検査調書（様式第４号）及び地域伝統文化支援事業

支払依頼書（様式第５号）を市町に提出し、市町はこれに進達書（様式第６号）

を添付して、速やかに互助会に提出する。 

（事業期間） 

第５条 助成の決定を通知した日から当該日の属する年度の末日とする。ただし、

決定通知日以前の事業であっても事業計画に該当するものであれば対象とする。 

（経費） 

第６条 助成額は１団体100万円を上限とし、予算の範囲で助成額を決定する。 

（中止・変更） 

第７条 団体等は、事業の中止または変更する必要が生じた場合は、理由を付して、

速やかに互助会に届け出るものとする。 

（その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、理事会の決議 

 により別に定める。 

   附 則 

 （適用期日） 

１ この規程は、平成23年５月26日から施行し、平成23年４月１日から適用する。 

 （旧要綱の廃止） 

２ 地域伝統文化振興事業実施要綱（平成16年２月26日議決）は、廃止する。 
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【比較表】

項目 地域伝統文化支援事業
地域文化財総合活用推進事業

（地域伝統行事・民俗芸能等継承振興事業）

実施機関 兵庫県市町職員互助会 文化庁

補助事業内容

1　伝承者等の養成

2　伝承用の用具衣装等の整備

3　映像記録等の作成

4　公開・交流活動

1　用具等整備事業

2　後継者養成事業

3　記録作成・情報整備事業

実績

令和4年度

①鍛治区　子供屋台修繕・修復事業　990,000円

　乗り子頭巾新調・乗り子衣装の修理・水引幕、高欄掛けの修理

令和5年度

①本村区　神輿台車設置整備事業　873,400円

　神輿に車輪付きの台車の設置

②吉冨区　歴史的伝統行事(春日神社)継承に伴う備品衣装等の整備事業　599,950円

　提灯新調・天狗衣装の新調・黒腹掛、黒股引の新調

③山田区　大年神社ののぼり更新事業　220,000円

　　のぼり旗の新調

①朝来市　文化遺産活用活性化事業

　旧山東町内の古墳や古寺名刹等13カ所を記載した地図を及びスタンプ台紙を配布し、スタンプラリーを実施す

る。

　大蔵区古墳群を観光、地域活性化に資するため、看板製作を行う。

②姫路市　文化遺産活用事業

播磨国総社の活性化のため、謡囃子（うたいばやし）の講習を行い、姫路市内での練歩きを行ったり、造り物を展

示し、祭礼の古写真を展示をし普及啓発活動を行う。

対象団体

1 次のいずれかに該当するものとする。

(1) 民法（明治29年法律第89号）第34条の規定により設立された法人

(2) 特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条第２項に規定する法人

(3) 法人格を有しないが、以下の要件をすべて満たしている団体

 ア 定款、寄付行為に類する規約等を有すること

 イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること

 ウ 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること

 エ 団体活動の本拠となる事務所を有すること

 オ 市町、市町教育委員会の推薦を受けていること

(4) 家元・流派が確立され、維持の見通しが立つような団体は除く。

２ 民俗文化財、伝統工芸技術の復活・復元による伝承を計画している団体等で、前項第３号の要件を満たすとと

もに、市町が支援するなど今後の活動の継続の見通しがあり、地域文化振興に資する活動を行う団体とする。

地域の文化遺産の所有者、保護団体（保存会）等、町によって構成される実行委員会等

（ない場合は、発足しないといけません）

実行委員会等の要件

・定款に類する規約等を有すること。

・団体の意志を決定し、執行する組織が確立していること。

・自らの経理、監査する会計組織を有すること。

・活動の本拠となる事務所等を有すること。

補助額の上限 １００万円限度 １，０００万円限度及び補助対象経費の85％限度（15％は自己負担）

申請書類

①地域伝統文化振興支援事業申込書（様式1）

②団体規約　③見積書（写）　④活動状況がわかる写真・資料

⑤購入（修理）予定物資料・写真

①交付要望書（様式2）　②事業一覧表（様式2-1）

③収支予算書（様式2-2）　④事業計画書（様式3-1）

⑤地域伝統行事等の継承のための取組計画書（様式3-2）

⑥実行委員会等の概要(様式4）

⑦実行委員会等の定款・規約・構成名簿

⑧見積書（写）　⑨仕様書　⑩指導書

⑪修理・新調対象の用具の現況写真

⑫その他事業内容を補足するための参考資料

決定について 互助会の理事会において、団体等を考慮し決定する。 文化庁に提出された応募書類に基づき、外部有識者による審査を行った上で、採否を決定する。

担当課 総務課 教育課
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一般財団法人兵庫県市町職員互助会

令和４年度地域伝統文化振興支援事業の実績について

本会構成市町

豊岡市、丹波篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、
加東市、猪名川町、多可町、稲美町、播磨町、神河町、市川町、福崎町、太子町、
上郡町、佐用町、香美町、新温泉町

市町名 団体名 事業名称（助成内容）

豊岡市 宮内幟まわし保存会
幟まわし
（幟まわし衣装新調）

丹波篠山市
河原町通無電柱化完成記念・
鉾復活実行委員会

丹波篠山秋祭りの鉾山、110年振りの鉾復活事業
（鳳凰山竿頭新調、鉾復活記録映像制作、鉾復
活セミナーポスター等作成他）

丹波篠山市 デカンショ祭振興会
デカンショ節保存継承事業
（デカンショバンド講師料等）

養父市 水谷神社ねっていずもう保存会
ねっていずもう映像記録等作成事業
（ねっていずもう保存映像制作）

丹波市 熊野神社裸祭り保存会
熊野神社裸祭り保存会用具整備事業
（長胴太鼓の修繕）

南あわじ市 片田北壇尻歌布団壇尻保存会
布団壇尻修繕事業
（布団壇尻の胴締め修理）

南あわじ市 十軒屋檀尻保存会
春季例大祭用法被整備事業
（法被の新調）

多可町 坂本屋台太鼓保存会
坂本屋台太鼓昼提灯補修整備事業
（昼提灯の修繕）

市川町 保喜区自治会
諏訪神社 祭屋台保存事業
（太鼓の修繕等）

神河町 神河町鍛冶区
神河町鍛冶区 子供屋台修復・修繕事業
（乗り子衣装の新調、修繕等）

太子町 糸井合同役員会
糸井屋台改修事業
（屋台担ぎ棒の新調）

新温泉町 宇都野神社麒麟獅子舞保存会
宇都野神社麒麟獅子舞用具整備事業
（麒麟獅子舞覆いの修繕）

（参考）
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Ｒ６.２.１９現在

月 日 曜日 イベント等事業名 開催場所 担当課
主催・共催
関係団体 他

4
6～
15

春の全国交通安全運動 町内全域 住民生活課 交通安全協会

4 7 日 町消防団初出式並びに入退団式 神崎小学校グラウンド 住民生活課 消防団

4 8 月 小・中学校新学期始業式
各小学校
神河中学校

教育課

4 9 火 小・中学校入学式
各小学校
神河中学校

教育課

4 9 火 幼稚園始園式 各幼稚園 教育課

4 10 水 幼稚園入園式 各幼稚園 教育課

4 14 日 町消防団新入団・幹部訓練 神崎小学校グラウンド 住民生活課 消防団

4
27～
29

土～
月祝

道の駅「銀の馬車道・神河」グルメ出店
道の駅「銀の馬車道・神
河」

農林政策課
道の駅
運営協議会

5
3～
6

金祝
～

月祝
道の駅「銀の馬車道・神河」グルメ出店

道の駅「銀の馬車道・神
河」

農林政策課
道の駅
運営協議会

5 19 日 神河町消防操法訓練大会 神崎小学校グラウンド 住民生活課 消防団

5 29 水 神河町戦没者慰霊祭 姫路護国神社 住民生活課 遺族会

5 新野水車まつり 新野水車の郷
ひと・まち
・みらい課

新野水車の会

5～
6

町長懇談会 町内７ブロック 総務課

蛍＆夏祭り 新田ふるさと村
ひと・まち
・みらい課

新田ふるさと村

6 1 土 自主防災かみかわ総会 グリンデルホール 住民生活課 自主防災かみかわ

6
3～
7

月～
金

中学２年生 トライやる・ウイーク 町内各事業所 教育課 神河中学校

6 7 金 ふれ愛交流会 すぱーく神崎 健康福祉課
民生委員児童委員協
議会

6 8 土 幼稚園・小学校合同運動会 各小学校 教育課

6 9 日 幼稚園・小学校合同運動会（予備日） 各小学校 教育課

6
18～
20

火～
木 町ぐるみ健診 大河内保健福祉センター 健康福祉課

6 26 水 町ぐるみ健診 越知谷アクティブセンター 健康福祉課

6 未定 土 地区別人権教室事前研修会 グリンデルホール 教育課
神河町人権文
化推進協議会

6 未定 土 町子ども会球技大会
神崎小学校
神崎体育センター

教育課 町子ども会

6 未定 日 町子ども会球技大会（予備日）
神崎小学校
神崎体育センター

教育課 町子ども会

6 ロープジャンプＸ＆アジャタ大会 神崎体育センター 教育課
スポーツ推進
委員会

7 10 水 社会を明るくする運動神崎郡住民大会 神河町グリンデルホール 住民生活課
郡内３町
郡保護司会

7 14 日 夏のクリーン作戦 町内全域 住民生活課

7 17 水 町ぐるみ健診 長谷町民体育館 健康福祉課

7 21 日 夏のクリーン作戦予備日 町内全域 住民生活課

7 人権啓発講演会 グリンデルホール 教育課
神河町人権文
化推進協議会

令和６年度　役場各課事業計画表

未定

未定

未定

未定
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月 日 曜日 イベント等事業名 開催場所 担当課
主催・共催
関係団体 他

7～
11

地区別人権教室 町内全集落 教育課
神河町人権文
化推進協議会

8 3 土 第16回かみかわ夏まつり 神崎小学校
ひと・まち
・みらい課

かみかわ夏まつり
運営委員会

8 18 日 町遺族会平和祈念映画会 グリンデルホール 住民生活課 遺族会

9
2～
4

月～
水 町ぐるみ健診 神崎支庁舎 健康福祉課

9 14 土 中学校体育大会 神河中学校 教育課

9 15 日 中学校体育大会（予備日） 神河中学校 教育課

9
17.
18

火・
水 町ぐるみ健診 神崎支庁舎 健康福祉課

9
21～
30

秋の全国交通安全運動 町内全域 住民生活課 交通安全協会

9 砥峰高原観月会 砥峰高原
ひと・まち
・みらい課

四季祭実行委員会
川上区

10 6 日 第4回神河ヒルクライム 役場～峰山高原
ひと・まち
・みらい課

観光協会

10 19 土 地域安全・交通事故防止神崎郡民大会 グリンデルホール 住民生活課 交通・防犯

10 27 日 第15回自主防災かみかわ防災訓練（第4支部） 大山地区各区公民館 住民生活課 自主防災かみかわ

10/28 11/1
月～
金

小学校５年生 自然学校 南但馬自然学校 教育課 町内連合小学校

10 大河内高原ハイキング 峰山～砥峰高原 教育課
スポーツ推進
委員会

10
「スポーツ立県ひょうご」グランドゴルフ神
河大会

はにおか運動公園 教育課
「スポーツクラブ21ひょう
ご」神河町連絡協議会

10 砥峰高原ススキまつり 砥峰高原
ひと・まち
・みらい課

四季祭実行委員会
川上区

11 9 土 町ぐるみ健診 神崎支庁舎 健康福祉課

11 10 日 神河町名水めぐりゆずマラニック 越知川沿線
ひと・まち
・みらい課

観光協会

11 かみかわ商工祭 神河町役場本庁舎前
ひと・まち
・みらい課

商工会

11 カーミンの収穫祭 カーミンの観光案内所
ひと・まち
・みらい課

観光協会

11 新野秋の収穫祭 新野水車の郷
ひと・まち
・みらい課

新野水車の会

11 道の駅「銀の馬車道・神河」収穫祭
道の駅「銀の馬車道・神
河」

農林政策課
道の駅
運営協議会

12 1 日 冬のクリーン作戦 町内全域 住民生活課

12 8 日 冬のクリーン作戦予備日 町内全域 住民生活課

12
26～
30

町消防団年末警戒 町内全域 住民生活課 消防団

12 人権・青少年健全育成合同大会 グリンデルホール 教育課
神河町人権文
化推進協議会

12 カーミンのクリスマス会 カーミンの観光案内所
ひと・まち
・みらい課

観光協会

1 12 日 二十歳のつどい グリンデルホール 教育課
二十歳のつどい
実行委員会

1 26 日 町ぐるみ健診 神崎支庁舎 健康福祉課

1 冬の自然体験（中学校）
峰山高原リゾートホワイト
ピーク

教育課 神河中学校

1 未定 日 第４８回神河マラソン大会 神河町役場周辺 教育課
神河マラソン大会実行
委員会

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定

未定
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月 日 曜日 イベント等事業名 開催場所 担当課
主催・共催
関係団体 他

2 扁妙の滝ウォーキング グリーンエコー笠形 教育課
スポーツ推進
委員会

2 冬の自然体験（小学校）
峰山高原リゾートホワイト
ピーク

教育課 町内連合小学校

3 10 月 中学校卒業式 神河中学校 教育課

3 19 水 幼稚園卒園式・修園式 各幼稚園 教育課

3 20
木・
祝 カーミンの春まつり カーミンの観光案内所

ひと・まち
・みらい課

観光協会

3 21 金 小学校卒業式 各小学校 教育課

3 24 月 小・中学校修了式
各小学校
神河中学校

教育課

3 桜華園開園 桜華園
ひと・まち
・みらい課

桜華園

3
道の駅「銀の馬車道・神河」国道３１２号感
謝デー

道の駅「銀の馬車道・神
河」

農林政策課
道の駅
運営協議会

3 桜華園さくらまつり 桜華園
ひと・まち
・みらい課

桜華園未定

未定

未定

未定

未定
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月 日 曜日 イベント等事業名 開催場所 担当課 備　考

4 25 木 神河シニアカレッジ開講式 グリンデルホール 中央公民館

5 9 木 神河シニアカレッジ教養講座 グリンデルホール 中央公民館

5 11 土 神河町文化協会総会 神崎公民館 中央公民館 町文化協会

5 18 土 成人ゼミナール 神崎公民館 中央公民館

6 13 木 神河シニアカレッジ教養講座 グリンデルホール 中央公民館

6 15 土 成人ゼミナール 大河内保健福祉センター 中央公民館

7 11 木 神河シニアカレッジ教養講座 グリンデルホール 中央公民館

7 20 土 成人ゼミナール 大河内保健福祉センター 中央公民館

7 27 土 県民芸術劇場 グリンデルホール 中央公民館

8 8 木 神河シニアカレッジ教養講座 グリンデルホール 中央公民館

8 17 土 成人ゼミナール 大河内保健福祉センター 中央公民館

9
6～
8

金～
日

第１９回神河町美術展（９月８日表彰式） 中央公民館 中央公民館

9 12 木 神河シニアカレッジ教養講座 グリンデルホール 中央公民館

9 21 土 成人ゼミナール 大河内保健福祉センター 中央公民館

コンサート(未定） グリンデルホール 中央公民館

10 19 土 成人ゼミナール 神崎公民館 中央公民館

10 24 木 神河シニアカレッジ教養講座 神崎体育センター 中央公民館

11 3 日 ふるさと文化祭芸能発表会 グリンデルホール 中央公民館 町文化協会

11
8～
10

金～
日

ふるさと文化祭作品展 未定 中央公民館 町文化協会

11 14 木 神河シニアカレッジ教養講座 グリンデルホール 中央公民館

11 16 土 成人ゼミナール 未定 中央公民館

12 12 木 神河シニアカレッジ教養講座 グリンデルホール 中央公民館

12 14 土 成人ゼミナール 未定 中央公民館

12 21 土 クリスマスコンサート グリンデルホール 中央公民館 町文化協会

1 9 木 神河シニアカレッジ教養講座 グリンデルホール 中央公民館

1 18 土 成人ゼミナール 大河内保健福祉センター 中央公民館

1～
2

25～
8

土～
土

「文芸祭：書道展」（2月8日「文芸祭表彰式」） 神崎公民館 中央公民館 町文化協会

2 6 木 神河シニアカレッジ教養講座 グリンデルホール 中央公民館

2 15 土 成人ゼミナール 大河内保健福祉センター 中央公民館

2 22 土 神河シニアカレッジ芸能発表会・閉講式 グリンデルホール 中央公民館

令和６年度　公民館　事業計画表

未定
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 （公 印 省 略）  

兵議第２２０８号  

令和６年２月２日  

兵庫県神河町区長会長 様 

 

兵庫県議会事務局調査課長兼 

図書・広報室長 

 

 

兵庫県議会広報紙「ひょうご県議会だより」の配布に係る 

区長会への協議について（依頼） 

 

平素は、本県議会の広報活動にご理解いただき、ありがとうございます。 

本県議会では、議会の活動やその仕組みを県民にわかりやすく伝えるため、県

議会広報紙「ひょうご県議会だより」を年４回発行しています。 

令和６年度は、広報紙１部あたりの配布単価を７．２円とし、全戸配布を目指

して皆さまに配布のご協力をお願いしているところです。 

つきましては、このたびの趣旨をご理解いただき、貴町各区長会におかれまし

ても配布にご協力いただけますよう、お取り計らいの程よろしくお願い申し上

げます。 

 

記 

 

＜ひょうご県議会だより概要＞ 

 

発行部数：約 2,300千部（各号） 

規  格：タブロイド判４ページ 

発 行 日：5月 1日(春号)、8月 1日(夏号)、12月 1日(秋号)、2 月 1日(冬号) 

配送方法：毎号 20日～22日頃に各世帯数に分けて役場へ納品可能。 

 

 

 

兵庫県議会事務局調査課図書・広報班 

担当：北田 

住所：神戸市中央区下山手通 5-10-1 

TEL：078-362-3720 

E-mail：Yumiko_Kitada@pref.hyogo.lg.jp 
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